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午前９時５４分 開議

委員長（今田佳男君） ただいまの出席委員は１２名であります。定足数に達しておりま

すので、ただいまから第４回決算特別委員会を開催いたします。

本日は、教育委員会、建設部の集中審査に入ります。

それでは、レジュメに従いまして教育委員会から始めていきたいと思います。

まず、教育委員会の歳入、６３ページから１０７ページぐらいにわたりますが、歳入は

また一括で審議したいと思います。教育委員会の歳入について質疑のある方はお願いいた

します。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、歳入を終わりまして、歳出に参ります。

１３１ページをお開きください。

１３１ページ、真ん中から少し下にあります市史編さん事業に要する経費について質疑

のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２６９ページをお開きください。

２６９ページになります。真ん中から少し下にあります１番、バンブー体育施設管理に

要する経費になります。１番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２７７ページをお開きください。

真ん中から少し上にあります１番、町並み保存センター管理に要する経費。この１番に

ついて質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２８９ページをお開きください。
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教育総務費の教育委員会費になります。１番、教育委員活動に要する経費、それから２

番、下のほうにあります２番、教科書採択に要する経費、これは２９１ページの上のほう

までつながります。この１番、２番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２９１ページになります。

事務局費、２番、真ん中から少し下にあります一般事務に要する経費。２番について質

疑のある方はお願いいたします。

大丈夫ですか。２９１ページ。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

教育指導費になります。

教育指導費、２９３ページからになります。上のほうから１番の特別支援教育に要する

経費から２番、３番、４番、次の２９５ページに行ってコミュニティ・スクールの関係、

それから６番、７番、８番、それから２９７ページに９番の理科観察実験アシスタントに

なります。この１から９までで教育指導費、質疑のある方はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２９３ページ、特別支援教育に要する経費でございますが、当初

予算では教育支援体制整備事業委託料２４２万４，０００円が計上されていますが、これ

執行されていないと思うのですが、このことについてお伺いをさせていただきます。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） すみません。特別支援教育に要する経費についてでご

ざいます。

当初、予定しておりました医療的ケア児に関する委託に関する２４２万４，０００円、

ここを計上していたのですが、この子が今中学校に在籍している生徒になるのですが、小

学校のときの状況からいったら医療的ケアというところで日常的に導尿であったりという

医療行為が発生することを見通してこの委託料を計上しておりましたが、この子の成長で

あったり頑張りというところもあって、自分でその辺りの活動、自立ができるようになり
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ましたので、この医療的ケアというところの委託が発生しないということになりましたの

で、計上していた経費よりは大幅にここは予算が執行されなかったというふうに捉えてい

ただければと思います。

以上です。

委員長（今田佳男君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） この予算については、予算書の概要でしっかりうたってあって、

要するに不登校児童生徒の支援とかグローバル教育の推進とかということでしっかりやっ

ていくというようなことで一応予算書の概要では書いてあるので、それがまたなくなると

いうこと。今の答弁ではある程度のことは分かりますが、全体的に考えてそこらをしっか

りやっていかないといけないのではないかと私は思うのですが、その辺について今後どの

ように対応されるのかについてお聞きします。

委員長（今田佳男君） 教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） 委員さん御指摘された不登校児童生徒への対応でご

ざいますとかそういった学校教育内容の充実に関する予算につきましてはまた別個にあり

まして、先ほど参事が答弁申し上げましたのは、現在いる中学生の１人に医療的ケア、つ

まり看護師さんがその生徒に対してケアをする必要性を当初見込んで予算計上をしており

ました。ただ、先ほど参事の答弁にもありましたようにその生徒の頑張りですとか成長と

かそういうものがあって、そういった看護師による支援、手助けがなくても自分が自立し

てそういう自分の障害に対応するというのですかね、それができるようになったというこ

とで、この額が不用になったということで執行されなかったということでございます。不

登校支援でございますとかほかの取組については、ほかの予算のほうでしっかり取り組ま

させていただいているところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長（今田佳男君） いいですか。

ほかございますか。

山元委員。

委員（山元経穂君） 同じ２９３ページの４、教育指導に要する経費の１番、会計年度任

用職員報酬５５０万３，９４８円のところですが、これ、今年度から始まった事業であり

まして、予算の概要を見ると、令和５年の、学校教育アドバイザーを設置するということ

で不登校児童生徒への支援、グローバル教育推進への支援ということで書いてあります

が、この実績というか、効果というか、そういうことを教えてください。
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委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） 学校教育支援アドバイザーの効果という御質問だった

かなというふうに思います。

令和５年に新たに教育委員会のほうにアドバイザーを設置しました。たくさん効果はあ

ったのですが、大きく３つ述べさせていただきます。

まず１つ目、アウトリーチ型の支援ができるようになったということです。これは今ま

でいろいろ取り組んできたのですが、学校や教育委員会だけでは、アプローチが難しい家

庭に行って、訪問して、おうちの方とお話ししたりということがなかなかできなかったと

いうところがありますが、今回アドバイザーは学校教育にも知見がありますので、そうい

う意味で学校訪問からどういうアプローチをしたらこの子またはこの家庭にアプローチで

きるかというところをしっかり考えていただいたので、現在、令和５年ももちろんなので

すが、これまで手の届かなかった御家庭に行って保護者と話をしたりというアプローチが

できるようになった、これが大きな一つかなというふうに思っております。

２点目としましては、関係機関とのスピーディーな連携が可能になっております。なか

なか教育委員会や学校だけでとっさに警察であったりとか医療機関であったり、あるいは

福祉関係というところに連携するというところ、少し時間がかかっていたところがありま

したが、アドバイザーが瞬時にこれ、危険性であったり緊急性を要すると思ったら、すぐ

に福祉のほうに相談を行ったりというような関係機関との連携が円滑にスピーディーにな

ったということが２点目です。

そして３点目は、この不登校支援であったりとか教育委員会としてやっていることの周

知が充実したというところが３点目です。これまではホームページで例えばわかたけ教室

はこういうところですよというところはあったのですが、なかなか保護者の一人一人に届

かなかったというところがあります。この辺りを充実させて例えばチラシを配ったりとか

機関誌、これは年３回今予定しているのですが、これは令和６年度からになるのですが、

そういう困った保護者がＳＮＳで引っかかるようにするようなこともあり、そういった機

関誌を載せる、あるいは先日はタネットに出演させていただいてタネットでもアドバイザ

ー御自身が話をするということもありましたので、そういった意味では周知の充実も図れ

たのではないかなというふうに思っております。

以上、大きく３点述べさせていただきました。

委員長（今田佳男君） 山元委員。
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委員（山元経穂君） では、その大きな３点から続けて質疑させていただきます。

まず、１番のアウトリーチ型支援、これ当然やっていかなければいけない、不登校の問

題に関してはと思うのですが、学校訪問から自宅へということで連携を取ってできるとい

うことなのですが、これ実際自宅へ伺った数というのがどれぐらいかということと、２番

目の関連機関への連携ということで警察に頼るような事態というのはどういうことかとい

うことと、３点目、周知が充実ということでありますが、これ、機関誌は次年度からとい

うことになりますけど、これでそれを見て問合せがあった数というのを教えてください。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） それではお答えします。

まず、１点目の家庭訪問の回数なのですが、実はこれ、わかたけ教室で話を聞いてくだ

さいという方もおられますので、家にちょっと来てもらってはというような御家庭も含め

まして年間で９９回接見をしております。

２点目です。警察連携ですが、これはもちろん生徒指導事案があった場合は速やかに教

育委員会が連携するということになっておりますが、おうちの方がおられるのだけれども

出てもらえない、要するに本人の安否確認がなかなかできないというような事案が発生し

ました。そういう場合にはもちろん家児相、福祉のほうも一緒にやっていくのですが、警

察のほうにも少し連携を取ったという事案が１件ありました。

３点目です。問合せの件数なのですが、正確な把握はできないのですが、２件、私が今

把握しているのは２件ありました。ホームページを見ましたとか学校の先生からこういう

チラシがあってというような辺りでちょっとアドバイザーと相談したいのだけどというよ

うな保護者さんがおられましたので、そういう意味ではいろんなところに編み目を張り巡

らせることでどこかで引っかかってくると、要するに支援を求めている方がここだなとい

うのがキャッチできたのかなというふうに思っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 最初のアウトリーチのところで９９回の訪問があったと言っていま

すけど、実際それで不登校から改善された人数というのがもし言えるのだったら教えてほ

しいのと、今周知が充実という言葉がありましたが、実際充実でいろんな努力をされてい

ると思いますが、２件といえば２件しかなかったということですよね。だから、次年度か

ら機関誌を配るということでもありますが、この２件というのはちょっと少ないのではな
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いかなという気もするのですが、その辺についてお願いいたします。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） まず、２点目のところからなのですが、この２件が少

ないかどうかというところは、ここで少ないですというようなことは言い切れないと思い

ます。なぜなら、不登校というところはなかなか１回相談業務を行ったからといって改善

するわけでもないし、見ている保護者の方々が例えば１００人が見たときにそれを１００

人がそのまますぐアドバイザーのほうに連絡をするかといったら、やっぱり悩まれたりと

かどうしようかなというようなところで葛藤している保護者もおられます。そういう意味

ではまだアクションはできないけれども、そこにこういう支援があるんだ、竹原のそこへ

行けばここがつながるのだという保護者の情報としては、２件ではありますが、そこはし

っかりとつながっているのではないかなというふうに思っておりますので、そういう意味

では、ただ委員おっしゃるようにこれでは調査が少ない、まだまだ今からということは私

たちも認知しておりますので、充実はしましたけれども、ではどういう方法でアプローチ

をすれば本当のＳＯＳを持っている保護者の方々にキャッチできるかというようなところ

は、これからもいろんな方法は模索していく必要があるかなというふうに思っておりま

す。

委員長（今田佳男君） 改善した事例。

教育委員会参事（大橋美代子君） 改善した人数。それも先ほどの回答と、答弁と同じに

なるのですけれども、アドバイザーが支援をして、訪問をして、だから次の日に行けるよ

うになったというようなことはなかなかやはりスパンが必要です。なので、それがすぐに

人数に反映するかといったら、なかなかそこは難しいところもあります。ただ、今の現状

でいきますと、アドバイザーの設置をする前よりはいろんなところがつながっている、あ

るいはここだったら声が出せるという保護者の方もおられますので、そういう意味では長

期的なスパンで見たときにこの不登校に対する支援としては効果があったのではないかな

というふうに思っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 今、参事さんから答弁があったように、私もこの不登校の問題って

一朝一夕に解決するものではないと思います。何回も出向いていかなければいけないとい

うような話で、心打ち解けるまでがまず大変だろうし、打ち解けた後からまたどうやって
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学校へ戻っていただくかというようなことでなかなか時間がかかることだと思います。周

知のところで２件ということで、周知したけどそれをきっかけにすぐみんなが連絡するわ

けではないというのも、先ほど質疑しましたけど、そのことも同様にそれですぐ反応があ

ることではないということも分かりまして、参事さんも言われたＳＯＳの信号がそこから

当たるかどうかということなのですけど、だったら逆に言うと参事さんも言われたのでお

尋ねしたいと思いますが、そのＳＯＳをこれからどうやって反映させるか。次年度、機関

誌を配るといっても、結局は今までと同じ、チラシとかでやっているのと同じで、なかな

かそれがＳＯＳが届かない可能性もあるわけですよね。だったら、もう少し変わったアプ

ローチの仕方も必要なのではないのかなというような気がします。それとこれ、アドバイ

ザー１人でしたかね。アウトリーチで実際やっていこうと思ったら、今も参事さんの答弁

があったように９９回尋ねられて、１人というのはやはり少ないのではないかなと。もし

本当に不登校を解決するのだったら、やっぱりこれは予算を増額してでも取り組んでいっ

て、本当に竹原市は不登校児童生徒をなくしていくのだという意味で増やしていかなけれ

ばいけないと思うのですが、その辺についてお願いします。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） まず、１点目なのですが、委員さんおっしゃられるよ

うに今のところで十分とは思っておりません。今まだちょっと現在進行中でやっていると

ころなのですが、この令和６年度の話になるのですが、夏休みの間、スマイルアカデミー

というのを開いて不登校傾向の子供たちを集めて学習指導をしたりということをしている

のですが、今年度は地域の方やしっかり保護者の方にもそれが分かるようにということで

各地域の交流センターで行いました。なので、吉名の子は吉名に行き、大乗の子は大乗に

行きということで、なかなかこのわかたけ教室１本で行くというのは地理的にしんどい子

も、しんどい御家庭もあったので、そういう意味でそういうことをちょっと利用したい、

アドバイザーがどういう話かちょっと相談したい、勉強をきっかけにちょっとその子とつ

ながりたいというようなことをするためには、一つこっちから一歩行こうということで地

域交流センターでやってみました。そこの効果としては、地域の方が、交流センターの方

も、こういうルールになっているという、学校が今こういうふうに動いているというのは

分からなかったよというような、これもちょっと調整不足ではあるのですが、そういう声

もいただきました。なので、学校やそういう関係機関の中に地域の方というようなところ

もしっかり巻き込みながら、そこで少しでもＳＯＳが、小さなＳＯＳでもキャッチできる
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ように、そしてそれが教育委員会のほうや学校に届くようにというようなアプローチの仕

方というところもチラシとかホームページ以外にもできるのだなということが分かりまし

たので、そういう意味でいろんな挑戦をしていきながらこの醸成というところはやってい

きたいというふうに思っております。

２点目なのですけれども、人員のところで、これは山元委員さんだけではなくていろい

ろな委員さんがそこはおっしゃってくれております。もう少し人数が要るのではないかと

いうところで、今後この不登校の児童生徒というところが人数的にも、あるいはここを利

用する子供たちのニーズ、例えばちょっといろいろな支援が要るというような場合は、や

みくもに人を１人増やすというよりは、例えばソーシャルワーカーであったりとか臨床心

理士さんであったり、ある一定の心のケアができるような資格を持った方を１名配置す

る。こうすることによって、福祉で、今青年期のひきこもりというようなところもありま

すので、その辺りも一体的に、重層的に支援がいただけるのではないかなと思っています

ので、そういう意味では今後もしかしたらそういった人員をお願い、依頼していくという

ことは教育委員会としてはあるかなというふうに思っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 最初の周知のところで地域の方を巻き込んでいくというのは、これ

はコミュニティ・スクールの考え方とも一致していると思いますので、ますます地域の方

を巻き込んでいって、全体で学校というか生徒児童、子供を支えていくといったらいいで

すかね、そういう体制はこれからも努力してほしいと思います。

次に、人員のところですが、確かにソーシャルワーカーも必要なのかもしれないですけ

ど、必要であれば、この委員の中にも研修に行かれた方もいると思うのですけど、やっぱ

りそういうプロの方、ソーシャルワーカーはプロではないとは言わないですけど、本当に

そういうことを実績残したような人を多少お金を払ってでも雇うべきではないかなと私思

うのですが、最後これについてお伺いしておきます。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） ありがとうございます。

本当にこの不登校の子供たちの問題というのは多岐にわたりますので、そういう専門的

なことであったりとかそのノウハウをしっかりと熟知している方を配置していくというこ

とは今後もあり得るかなというふうに思います。今現在、他市町のそういう教育支援セン
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ターとの横のつながりも今つくっておりまして、ほかの他市町ではどういったアプローチ

やどういう支援をしているかというようなところも今連携をしているところですので、そ

ういったところの取組なんかも見ながら竹原市として一番効果がある、意図するというよ

うなところの人材を確保していくというようなところも今後考えてまいりたいと思いま

す。

以上です。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

堀越委員。

委員（堀越賢二君） ２９５ページの未来の人材育成グローバル化促進事業に要する経費

の中でこちらのほうで１点お伺いいたします。

予算ベースのほうでは図書の購入費のほうが計上をされていましたが、決算として計上

されていないので、この理由についてお伺いいたします。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） 通常、洋書を整備して図書費としてそこに計上してい

たところです。ただ、これも先ほど下垣内委員のほうからありましたように見通しが甘い

ところがありまして、円安の傾向がちょっとかなりひどくなって渡航費であったり委託料

というところが思った以上にかかってしまったというところもありまして、そういう意味

で図書のほうは今回は断念ということにしました。

以上です。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） 私は逆にそうではなくて、何かそれぞれデジタル機器を活用して購

入ではなくて調べたりとかそういうのを活用したから図書費の購入費のほうが要らなくな

ったのかなというふうに思っておりました。予算のほうが４７万円ということで科目間流

用というか、それはそれで児童生徒たちが充実をした研修を行う上では必要なことだった

のかというふうには思いますが、今後これは予算の計上のときにもなるのですけれども、

以前は必ずしも購入をしなくてはいけなかったものが購入をせずにオフィシャルなものと

してきちんと活用できるというものが増えてくると思うのですよね。ですので、こちらの

ほうもしっかりとそういうものも活用していると思うのですけれども、さらに充実してそ

ういう海外であれば洋書の購入というものでなくて、生徒のほうの先ほど言われたような

研修の充実のほうに回していけるのかなと思います。今後の予算編成、予算においてのこ
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とになりますけれども、そういったところも踏まえて検討する必要がこの部分に関しては

あろうかと思いますが、この件についてはいかがでしょうか。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） この未来の人材のところの経費としましてはかなり大

きい金額で予算化しておりますので、堀越委員おっしゃられたようにしっかりと見通しも

持ちながら今後予算立てのところからしっかりと考えてまいりたいと思います。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） 理科観察のほうも入っていますよね。２９７ページの理科観察実験

アシスタントに要する経費、この中で１点確認をさせてください。

最近というか以前からありますけれども、実験等においての学校内での事故ということ

でよくニュースでも目にしたり見聞きをすることがあります。この万が一事故が起きた場

合の補償等については、学校の、竹原市の全体、竹原市が補償を負うものだというふう

に、教育委員会が負うものと考えておりますけれども、この中でもし万が一そういう事案

があった場合にはしっかり対応といったようなものが今現在できるのかどうかの確認をさ

せてください。少し所管が違うかもしれませんが。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） 今いろんなニュースの中でもそういう理科の実験途中

にいろいろあったと、事故があったということが、うちも本当に竹原市内の学校ではどう

だろうかと思いながらニュースも聞いているところでございます。万が一あってはならな

いのですが、そういった事故が起こった場合の補償というのは、今全児童生徒はスポーツ

関係で、これ学校の体育の授業だったりというのもそうなのですけれども、そこでの保険

に入っておりますので、そこはカバーできるというふうに思っておりますが、まずはそう

いう事故を起こさないというようなところを考えてまいりたいと思います。

以上です。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） 授業内容も毎年というか進化をしていくと思いますので、これまで

想定されていなかったものが想定されるような事案も今後起きてくるかもしれませんの

で、様々な想定をしながら安全に授業を行っていただく上で、また教える先生方のほうに

も安心といいますか、よりいい環境で、いい環境というか心配をしなくて生徒のほうだけ

向き合ってしっかりとした授業をしていただくためにも、そういうものの様々なことを想
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定しての担保といいますか、安全・安心の担保が今後必要になってくると思いますので、

これは教育委員会だけのものではありませんけれども、全体的にそういったものが必要に

なってこようと思いますので、授業の安全、そういったようなものも今後さらに情報収集

をしていただいて、今までのカリキュラム、また新しいカリキュラム、そして今までの慣

れたところでこそ事故もまた発生しやすい状況にあると思いますので、十分気をつけてそ

ちらのほうもしていただきたいと思いますが、そちらのほうの先生方に対する注意喚起に

ついてお伺いをいたします。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） 先ほど申し上げましたように県内でも理科の実験中の

事故というのがありました。県のほうからも注意喚起の通知は来たのですが、それよりも

前に竹原市教育委員会はすぐにメールで各学校に注意喚起を促しました。先ほど委員さん

おっしゃられたように安心・安全があっての学校生活ですので、その辺りのもちろん起こ

った場合の補償というところもある一方で、教員も若返っております。なので、実験のと

きにはどういうところに留意しないといけないか。これは体育の授業、どの授業でもそう

なのですが、そういう若手の教員にしっかりとそこを研修していくという研修の機会も教

育委員会としては設けていかないといけないなというふうに思っているのと、ここに計上

しております理科観察実験アシスタントなのですが、１名配置しているのですが、この者

は長年にわたって理科の専科、理科のほうもたけておりますので、そういう意味では各学

校に行って準備の段階からどういうふうにやっていけばいいかというようなところを若手

の先生にも伝えるということもありますので、そういったような今までの経験や知見をし

っかりと若手教員につなげられるというようなそういうシステムというところも教育委員

会、併せてやっていこうというふうに思っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） ２９３ページ、教育指導に要する経費の１番、先ほど山元委員から

も出ました会計年度任用職員の報酬のところでお伺いします。

内容は、同じく学校教育サポート支援事業のアドバイザー業務のことについてほぼほぼ

山元委員が聞いてくださったので、違うところからちょっとお聞きします。

私も、何回か教育委員会にお茶を飲みにいくためにふらっと行くことがあるのですが、

大概そのアドバイザーの方はデスクワークをしているわけでなく、ほぼほぼ出られている
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という。話を聞くところでいうと、昼夜問わず家庭訪問なり非常に忙しいというふうなお

話は聞いております。しかも、今回の夏休みを使って教科を個別に教えるという、ここに

ないカリキュラムも率先してやっていただいております。本当に頭の下がる思いでありま

す。私も山元委員と同様に、人数的に増やしてもいいのではないかなと。１人でこれだけ

の学校をくまなく回る、または個別に家庭を回るということになったら、今の教師の労働

時間云々かんぬんという問題も出ておりますけども、それを補完する大事な仕事でありま

すから、逆に言えば増やせない理由がないと思うのですよね。先ほど増やすよりどうのこ

うのというふうなお話がありました。だから、そういうお考えはまずないのか。ないので

あるならば、これもうちょっと人件費上げてあげてはどうですか。安過ぎますよ。あまり

にも専門性が高い業務をやってくださっているわけですよね。昔、教員をやられた方を充

てがってやっておりますけども、非常に僕から見てもすごいスケジュールをこなしてらっ

しゃるなと。休みもほぼほぼない状態でやっている。ぜひとも上げてあげてください。上

げれないのだったら増やしてください。もし増やせない理由があるのだったら教えてくだ

さい。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） ありがとうございます。

本当に不登校の問題を川本委員にいろんな情報も教えていただきながら伝授していただ

いているので、いつも来てくださったら増やさないといけないよというふうに声もかけて

いただいているところですが、今先ほどの山元委員の答弁の中でも申し上げましたように

その辺りの人員をどうしていくか、もう一人増やすか、上げるかというようなところは教

育委員会だけのコントロールにはならないところも正直ありますので、要望だったりとか

それの必要に応じてそこは経費を上げていくということは思っておりますので、全くつけ

る気がないということではないです。

以上です。

委員長（今田佳男君） 補足しますか。

教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） 教育指導アドバイザーについては、御承知のとおり

確かに校長経験があってしっかりとした不登校児童生徒に対する取組に対して熱い思いを

持たれた方に就任していただいて取り組んでいて、山元委員の質問でお答えさせていただ

いたようにいろんな効果が出ていると我々思っております。人件費の単価についてはいず
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れにしても会計年度任用職員という形になりますので、会計年度任用職員を雇用するその

制度の中でどの程度の単価が適正なのかというのは全体の中で整理していく必要があるか

なというふうに思っております。それと人数的に増やせない理由はというところなのです

が、この事業については全て一般財源のほうで賄っているようなところなのですが、国の

ほうでは本市が取り組んでいるようなこういった取組に関して、もっと充実を図る方向で

国庫補助金とかの制度も今つくられているようなところもありますので、その国の制度に

見合うような取組内容に合わせるというのですかね、その国庫補助金の活用ができるよう

でしたら、活用しながら人員を増やしていくというようなやり方もあるかなと思っており

ます。

以上です。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） ありがとうございます。

新しい情報をいただいた。国庫補助金があるというのは、もう現在この時点であるので

すか。

委員長（今田佳男君） 教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） 似たようなものがあるのですけど、今の本市がやっ

ているアドバイザー事業にがちっとはまるようなものではないので、活用できていないの

ですけど、そこがかちっとはまるようなら補助金の活用もあるかなというふうに思ってい

ます。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） 大体分かりました。

先ほど参事から出ましたけど、教育委員会としてはもっと手厚くしたり人数を増やして

いきたいという思いはあって、財政課でしょうね、恐らく、財政課が首を縦に振らないと

いうことなのでしょうけども、それは逐次要望されているのか、いるのでしょうけども、

やっぱり先ほどからずっと出ている必要性とかを考えて加味しても、どうしてもこれから

こういった不登校とか、例えば学習障害を含めて、ＬＤとかね、というのはやっぱり需

要、需要と言ったらちょっとおかしいけど、増える一方、減る要素は全くないですよね、

悲しいかな。だから、そういった人数で補足していくというお考えの下でやっぱり声を上

げ続けていってほしいなという、これ私の要望です。

それとあと一点は、このアドバイザーを据えたと、令和５年度からやったというのは、
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やはり私が思うにはＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”とかＳＳＲとかわかたけ教室もそうですが、箱物

はつくったのだけど、なかなか登録されている児童生徒さんが少なくて実際機能していな

いまでは言いませんけど、なかなか数値に表れない、目に見えない。だから、箱物よりか

やっぱり人、人対人でやっぱり接触することによって何かしらの成果を得るというほうに

ウエートを置いているというふうに思っているのですね。だから、箱物やめろと言ってい

るわけではないのですよ。そういう意味でもこれから物すごく重要なポストになってくる

と思いますので、ぜひとも財政課に勝ってください。お願いします。

委員長（今田佳男君） 教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） 財政課を悪者にしてはいけないので、ちょっと弁解

もしなくはいけないのですが、この不登校児童生徒の今後の見通しについてはおっしゃら

れるとおり、増えることはあってもなかなか減ることは難しいかなとちょっと思っており

ます。そこに対する対応として今回、令和５年度からこの教育指導アドバイザーを配置を

して、先ほど川本委員、ＳＳＲとかＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”とか、確かにＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”

とかＳＳＲ、わかたけ教室というのは来てくれるのを待つ、そういった場所なので、そこ

にとどまらずにこちらからアプローチしていく考え方が必要ではないかなということで令

和５年度から教育指導アドバイザーを配置したということでございます。この不登校対策

としては学校復帰はもとより、社会的自立を促していくという、そういったことも目的と

なりますので、そのために教育指導アドバイザーの配置がいいのか、ほかの方法がいいの

か、いろんな方法もあろうと思いますので、そういった方法も探りながら不登校対策とし

て適切な取組につながるように今後も検討しながら進めてまいりたいと思っております。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

山元委員。

委員（山元経穂君） すみません。２９５ページの８番、幼保小連携推進事業に要する経

費、これ２年目だと思うのですが、今年度の実績等を教えてください。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） 幼・保・小の連携の連携教育に関する御質問だったと

思います。

山元委員おっしゃられたように２年目になります。今年は３年目になるのですが、県の

指定事業を受けておりまして組織を立ち上げるというところを初年度の令和４年度にやっ

てまいりました。令和５年度は、今度は令和６年度、要するに今後を見通して自走ができ
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るような組織体制にするというところに重点を置いてやってまいりました。具体的に言い

ますと、最初は推進協議会を立ち上げて、こちらから年５回やりますということで参加者

も募りながら、こども園の教員、また園長先生、そして小学校の１年生の担任の先生ある

いはコーディネーター等を集めてやっていたのは令和４年度なのですが、令和５年度は今

度は各ブロック、要するに全体を集めるのではなくて各ブロック、吉名のところ、忠海と

いうふうにブロックに分けて、そこで少し小さいのですがその小さい中での研修というの

を組んでいきました。これを充実させることによって、指定の事業が外れてもこの組織と

してはしっかりと根づくであろうというところで令和５年度はやってまいりました。

以上です。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 確認なのですが、まだ事業段階には入っていないということですか

ね、令和５年度時点では。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） 事業の中身はしっかり充実させているところです。プ

ラス組織体制として全体を集めて研修して充実を図るというよりは、むしろ各ブロックご

とで、細かいブロックではあるのですが、持続可能な時間に研修の時間を設定して、例え

ば全体であったらどうしても３時からとか１１時からとかというふうに市内の全部の先生

方を集めるというのはなかなか大変なところもありましたので、それぞれのブロックごと

で自走ができるようにすることになれば、今後指定事業が外れたとしても自分たちで、で

は今日３時に集まろうかという形で組織としては生き続けるという意味で、そこの組織づ

くりに重点を置いてまいりました。ただ、この第１期はやはり子供たちの学びを止めな

い、就学前の子供たちからしっかりと小学校につなげるというところの研修であったり、

保育参観あるいは授業参観、そういったところは令和４年度からやってまいりましたの

で、今年令和６年度で３年目になりますが、そこの内容のところはしっかりと充実してき

たというふうに思っております。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） すみません。私の聞き方が悪かったのかもしれない。だから、事業

はもうやっているということですよね。中身の充実を考えるとかということだったので、

ちょっとどっちかよく分からなかったので。

それでは、やっているということで続いて質疑させていただきたいと思いますが、さっ
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き学びは止めないという話があったのですが、これ、早い段階から取り組んでいくこと、

非常に大事なことですよね。本来の目的が、もしずれていたら申し訳ない、小１ギャップ

の解消とかそういうものも含まれていると思うのですが、最終的にどうやって学力につな

げていくかというのが大きな課題だと思います。教育委員会さん、今、企画部と大きな話

をしていると思いますが、最終的にはそこへ全てたどり着く問題だと思うのですよ。だか

ら、早くから学力を上げる、もちろん人間形成も大事ですよ、早くから学力を上げていく

ことが必要だと思うのですが、その辺についてお伺いしたいと思います。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。

教育委員会参事（大橋美代子君） これは本当に、小１ギャップというふうにおっしゃら

れましたが、そういったところの改善というところも、そこをカバーしていくというよう

なところも一つ大きな効果としてはあります。学力につなげていくというところ、ここも

大事なところで、実は小学校の教員が、私も小学校の教員なのですが、なかなかこども園

でやっている保育にどこに学びがあるのかなというところが正直ちょっと分からなかった

り、お世話をしているだけかなというふうに認識がちょっと違っていてずっと私も働いて

いました。ただ、こども園はこども園の保育の中で、子供たちにこういうところに気づか

せて、小学校に上がったときにここがしっかりと学力につながるようにという種まきをさ

れた保育をされていました。なので、そういう意味で幼・保・小連携をするということは

学びのスタイルをしっかりとつなげていく、要するに小１からぱんとゼロからスタートで

はなくて、今までこども園で育んでいただいた力をそのまま生かしながらさらに学力につ

なげていくというようなところは、今回設置をして、この事業を立ち上げて、一番効果が

あったなというふうに思っておりますので、そういう意味ではそこのつなげるというとこ

ろ、学びや成長、もちろん学力というような力というところも含めて、今後も充実させて

いきたいというふうに思っております。

委員長（今田佳男君） いいですか。

ほかよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２９７ページをお開きください。

真ん中辺にあります１番、奨学金に要する経費になります。１番について質疑のある方

はお願いいたします。
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よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では次、小学校費の学校管理費になります。

２９７ページから一番下にあります１番、児童等健康管理に要する経費、次のページへ

行きまして２番、学校運営に要する経費、３番、施設維持管理に要する経費、これは３０

１ページにまたがります。小学校費、学校管理費について質疑のある方はお願いいたしま

す。

松本委員。

委員（松本 進君） この学校管理費、小学校の２９９ページの学校運営に関わってちょ

っとお尋ねしたいのですが、中学校にも同じような予算が組まれて今まで聞いてきたの

は、この学校運営というのは６，６００いくらの予算の執行というのは介助員の、今説明

までしていただいたというのは承知しています。特にお尋ねしているのは、先生方の長時

間過密労働をいかに解決していくかということで伺っているのですけれども、基本的には

そういう先生方の労働条件の問題は国や県が第一義的には思っているというのは承知して

いるのですが、その上で竹原市として可能な取組をしないとなかなか先生の大変な状況、

労働鬱の問題の解決というのは大変だなというのがあって、決算の資料にもここにちょっ

と出していただいていますよね、２２ページに出していただいているのですが、この学校

運営の経費という分では介助員という配置の必要性は知っているのですが、これ以外にこ

ういったこの決算年度で２２ページにあるような先生方の休憩時間の取得の問題とか下の

ほうは市自ら決めた働き方改革の問題等の取組の状況が載っているわけですから、この学

校運営の予算が介助員だけの、必要性はいいのですけども、それで先生方のこういった決

算資料の２２ページにあるような休憩時間の取得の問題、働き方改革の問題等々の現状は

今どうなのかと、取組の現状はどうなのかというのをちょっと聞いてみたい。

委員長（今田佳男君） 人事管理担当課長。

総務学事課人事管理担当課長（小早川善伸君） 働き方改革についての御質問だというふ

うに受け取らせていただきました。

竹原市においては、ここ数年間、教職員の業務改善であったりとか会議の持ち方、グル

ープへの活用、ＩＣＴ教育の効果的な活用であったりとか、帳簿の記録の簡略化、勤務時

間管理の適正化等々で取り組んできております。一長一短になかなかすぐには成果等は出

ないのですけども、令和５年度でいいますと教職員に対してアンケートを取らせていただ
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いたのですが、子供と向き合う時間を確保するといったところでいいますと、これが目標

を８０％と捉えておりましたが、昨年度８０．１％ということでやっぱり働き方改革の大

きな目的はそれによってできた時間を子供たちとどう関わっていくか、そこにどう使って

いくかというところだと思うのですけども、ここの部分が目標を達成して、その時間を教

職員の方々が確保できつつあるというふうに捉えているところは大きな成果ではないかな

と思います。

あと、もう一つの指標であります時間外勤務時間の４５時間以上を目標ゼロ人というと

ころなのですけども、これは御存じのとおり大変難しい目標であるのですが、ただここを

目標に取り組まないといけないというふうには思っています。実際の数値のところは、残

念ながら改善といったところは見れませんでした。令和５年度は１６名というところで

す。ただ、１６名でありますが、もう一つの指標、これはお出ししていないのですけど

も、例えば月平均、４５時間以上を超えた教職員の月平均でいいますと２４．５人、これ

は令和２年度から比べるとマイナス７．１人です。また、年間率でいいますと１５．８％

で、令和２年度から比べるとマイナス０．５ポイントということで、４５時間を超えてい

る人数といったところはあまり変わりがない、もう底打ちになっているかなと思います

が、一人一人の時間であったりとか年間を通しての人数であったりというところは少しず

つ改善は見られている状況かなというふうに思っています。ただし、これはここまで学校

や教職員、教育委員会が地道な取組の中でこういった成果も出てきているところでありま

すので、これは引き続き校長とも連携しながら、また研修等も含めて引き続き取組を進め

ていこうというふうに考えております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） 決算資料にあるような働き方改革の問題の分で、一つは月の４５時

間の問題を減らす取組ということがありましたが、今の残念なのは決算年度の資料では１

５．６人、４５時間を超える分があって、ここに書いてある資料を見ると今年度、令和６

年度ではゼロにしますよというのが書いてありました。それで一つは、さっきいろいろ説

明がありましたが、この長時間勤務を解消する、少なくするためには業務の見直しをし

て、先生方の本業の分のところに集中できる、あとはいろんな問題の分は対策を、人の手

当を含めて先生方の業務を減らしていくということもあるし、加配によって人を増やすの

ですかね。竹原市として、教育委員会としてできる中の加配を取り組んで先生方の負担を
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減らしていくというのは２つあると思うのですけど、２つというかあると思うのですが、

この１５．６、１６人をゼロにするというのは、市が考えている主な取組、人の配置とか

予算とかあればお聞きしたい。

委員長（今田佳男君） 人事管理担当課長。

総務学事課人事管理担当課長（小早川善伸君） ありがとうございます。

業務改善の特に１つ目、職員の業務を減らすといったところではあるのですけども、こ

れも文科省から出ている３つのグループ分けというのがありまして、教員が主に担う仕

事、教員ではなくてもいい仕事、教員以外が担うというところの３つのグループ分けを基

に各学校でも取り組んでおりますし、市教委も具体的にどんなものがあるのかといったと

ころも教頭を対象とした研修会等で進めているところですが、なかなかここまで取り組ん

できているところがあって新たな一手といったところはなかなか見つかっておりません

が、これも引き続き取り組んでいく予定です。

あと、市として業務を減らすためのというところであれば、例えば学校司書教諭の２名

配置であったりとか、先ほども参事からも回答させていただきましたが、理科観察実験の

アシスタント、そしてＩＣＴ支援、これは募集はしているのですけども、今すぐ人材が見

つかっていない状況です。また、部活動指導員を２名配置して、部活動を担当することに

よって教員の、主に中学校、義務教育学校の後期課程ではあるのですけども、そういった

教員の負担を少しでも減らしていく。また、これは県費に上がるのですけども、スクー

ル・サポート・スタッフといいまして授業の準備であったりとか様々な担任の業務、会計

等も行っていくということで、これは令和５年度は増やしていただいて９名、９校に配置

しているところです。そういったところも、市だけではなかったのですが、さらに県費、

公務者というわけにはいかないのですが、非常勤等を配置して教員の負担軽減につなげて

いこうというふうな取組は続けております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） そういった取組をぜひ実行あるようにやっていただきたいのです

が、それともう一個、確認を含めて。

確かにこの決算でこれだけ６，６００万円の運営費を執行して、それでその結果を聞い

ているわけですから、結果で決算資料にあるような先生方の自由に取られる時間の問題、

自由に休憩時間を、この（１）のところは先生が自由に、休憩時間が自由に取れる問題の
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アンケートをされて、大変驚いたのは自由に利用できるというのは２９．２％しかない。

あと下の分が、時々自由に利用できない日があるとか全く自由に利用できないというのが

３７とか、合わせれば７割ぐらいの休憩時間を自由に取れないといいますか、これやっぱ

り深刻な事態であって、そこはさっき言った業務量とか人の配置とか、ここはどうすれば

こういったきちっと休憩時間が取れるよというような対策があればちょっとお聞きした

い。

委員長（今田佳男君） 人事管理担当課長。

総務学事課人事管理担当課長（小早川善伸君） 教職員の休憩時間の自由利用というとこ

ろだというふうに思います。これは、ここまで今までも御質問をいただいた中で実際にそ

の実態把握であったりとかというところの御質問をいただいているところですが、昨年度

教職員に対して休憩時間の自由利用についてアンケートを取ったところです。休憩時間と

いうのは各学校の校長が勤務の割り振りをして校務運営規定にも明記し、周知していると

ころでもありますので、時間というところは各教職員は承知しているところです。ただ、

その上でやはり自由利用といったところがどこまでできているかといったところが教育委

員会も気にしているというか、ポイントだなと思いましたので、その自由利用の状況につ

いて教職員にアンケートを取りました。その結果が今見ていただいているところだと思い

ます。教育委員会としては、おおむね自由に利用できていると時々自由に利用できていな

い日があるというところを合わせて６２％程度、９０名というところでおおよそ自由利用

できているかなというふうには思っていますが、ただ全くできていないと答えた教職員も

３８％、約４２名ほどおりました。ここについては、自由利用ができない理由について聞

かせていただきますと、ほとんどが勤務は命じられていませんが、休憩時間に児童生徒が

相談に来てその対応をしたりとか、給食時間内になかなか食べれずに残って食べている子

をやっぱりそのまま自分が休憩に入るわけにいかずに見ているであったりとか、あとはそ

のほか多かったところが、業務は命じられていないのだけども、自分の業務を済ませてで

きるだけ早く退庁をするといったところを進めていくためにその時間を使って自分で業務

を、休憩時間に業務を進めているといったところもありました。こういったところについ

ては、まずは教育委員会もきちんと休憩時間を周知する、そしてその休憩時間に業務を入

れないといったところは、この結果を基に校長へ再度指導したところですし、今後も指導

していくところです。ただ、実態としてそういうこともありましたので、今後のところは

またこれも検討なのですけども、市費においてそういった休憩時間の、特に給食時間であ



- 178 -

ったりとかといったところをどのように市費で解決していくかといったところは検討が必

要だというふうに思っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） 休憩時間の取得の問題でいろいろ説明があって、私は自由に休憩時

間を利用できない理由のことは今触れなかったのですけども、ここの中の確かにその他の

中では基本的な授業準備の問題とか、あとは抜本的な人の配置でないと解決できないとい

うのはこれを見た限りではあるし、こういった休憩時間が自由にできる、休憩時間がきち

っと取得できるような体制を含めてぜひ早急に対応していただきたいということは指摘し

ておきたいというふうに思います。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

川本委員。

委員（川本 円君） ちょっと委員長にお聞きします。

今の松本委員からの質疑なのですけども、決算の参考資料を要求されて、それを認めた

わけですよね。今、話を聞いていたら、参考資料の数字を引用してからそれはどうなんだ

こうなんでって、あくまでも決算審査をやっているのですから、参考資料の数字をとやか

く理事者側に質疑されるのはおかしいと思います。それと、先ほど学校運営に関わること

で労働時間についてお聞きしてと言っておられますが、当然皆さんも御承知のとおり国費

とか県費で払われているわけですね、報酬については。それもやっぱりちょっと違うので

はないかと思います。ちょっと整理していただけますか。

委員長（今田佳男君） 今、資料とか。

休憩します。

午前１０時５４分 休憩

午前１０時５５分 再開

委員長（今田佳男君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。

今、川本さんから指摘があったのですけれども、中身としていいと思いましたので、止

めませんでしたから。今のところ問題はないということで止めておりませんので、問題な

いと思っております。

５５分になります。１０分間休憩します。

１１時５分再開いたします。
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午前１０時５６分 休憩

午前１１時０２分 再開

委員長（今田佳男君） では、休憩を閉じて再開いたします。

次に、小学校費の教育振興費になります。

３０１ページの一番下のほうにあります教材整備に要する経費、３０３ページの２番の

教育研究会に要する経費、３番、教育振興に要する経費、１番、２番、３番について質疑

のある方はお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） 教材整備に関する経費が、小学校の経費が１，１３９万４，０００

円強執行されております。そこで、あと保護者の負担がどうなっているのかということで

は、決算資料の１９ページに資料を毎回出させてもらっています。そこで、一つの例でい

えば大乗小学校、これは小学校の一つの負担が月に、学級教材の保護者負担が月が１，６

０６円、これは小学校。もう一つ、中学校でいえば竹中の例が３，０８０円というような

資料があります。そこで、こういった私が毎回質疑をしているのは、実際問題こういった

学級教材の中身をこれまで議論した中では副教材として、教科書は無償だけれども副教材

はこういう保護者負担があるよということで取り上げてきました。この資料２の下のほう

に、教育委員会の資料の中には義務教育の原則と負担を求める法的根拠ということをあえ

て指摘をされております。ですから、こういった保護者負担の問題、いろいろ学校給食と

かいろいろあるのですが、ここでは教材費の負担の分でいえば先ほども申し上げたような

負担があるということで、主にこういった法律の分は先にあったような指摘がありますけ

れども、私がここで改めて聞きたいのは、一つは教育委員会としての子供たちにどう向き

合うかという、政策的といいますか、そこが大きなポイントになるのではないかというふ

うに私思うのですね。ですから、決算をしてみてこういった保護者の負担があるよと。あ

とは、一つは竹原市としても子育てとか教育とかいろんな政策的な中に学級教材費の負

担、これはやっぱり保護者負担をゼロにしたほうがいいのではないかということを求めて

いるという質疑なのですけど、そこらについて今後のことも含めてということになります

けれども、この保護者負担の解消というのが教育委員会としては、今後のことも子育て支

援とかいろいろ含めてどういった認識なのか。今後の対応、それをちょっとお聞きしてお

きたい。

委員長（今田佳男君） 教育委員会参事。
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教育委員会参事（大橋美代子君） 松本委員、いつも例年ここを聞いていただいているか

なというふうに思います。ちょっと私も分かりやすいようにきちっとお伝えをしないとい

けないなというふうに思っております。

この教材費というところは、決算書にあります備品というところが、例えば各学校のホ

ワイトボードであったりとかああいったようなところはもちろんここの決算の中にも入っ

ておりますので、そういったところで子供たちに十分な、先ほどありました安心・安全な

学校生活ができるように備品等の修理であったりとか新しいものに替えるというようなと

ころはやっております。今、御指摘のあるそこの１９ページの教材費というのは、主たる

教材である教科書、もちろんこれをもって子供たちにしっかりと資質、能力をつけていく

のですが、この副教材という扱いで例えばドリル学習、漢字ドリルだったり計算ドリル、

あるいは中学校におきましてはちょっと２，０００円ほど小学校よりも高いのですが、こ

れは社会科であったりとかというようなところになるとどうしても細かい資料が、教科書

の中ではなかなか見えないところを資料集として使うというようなところがありますの

で、この学級教材費というようなところは個人が使うものという以上、やはり個人負担、

保護者に負担していただくというような構えであります。なので、教科書というようなと

ころは無償でここにも書いてありますようにいくのですが、個人個人が使っていくという

ような辺りはやはり教材費としてこれからも徴収はしていくという方向ではありますが、

しかし先ほど言われていたようにここが高額にならないように、例えばドリルはきちっと

子供たちが定着できるような分量なのかとか質がどうなのか、もちろん値段も含めて急激

にここが変わるようなことがないように、高騰することがないように中身等は必ず教育委

員会が確認しておりますので、ここはこれからもしっかりと確認作業をしていきながら、

なるべく過度の負担にならないようにというところは留意してまいりたいというふうに思

っております。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） 今までにいただいた分の答弁と基本的に一緒なのですけども、私が

言いたかったのは、副教材、ドリルとか入れてもこれは教科書に準じて、例えば端的に言

えばドリルがなかってもその子供の授業が進むのなら百歩譲ってもいいかも分からないけ

どという言い方もしましたけれども、現実問題としてはそういったドリル等の副教材がな

いと同じように子供たちの教育が実質的にできないということで、教科書は無償、こっち

は有償という市の考え方は知っているのですが、これはやっぱり子育てを含めたいろんな



- 181 -

政策的な判断ではここの子供の子育ての支援と、教育も支援ということになりますけど

も、そういった面ではやっぱりこういった無償化を強く求めておきたいというふうに思い

ます。

委員長（今田佳男君） いいですね。

ほかございますか。

次に参ります。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 次に参ります。

次は、中学校費の学校管理費になります。

３０３ページ、一番下にあります２番、生徒等健康管理に要する経費、３０５ページに

行って３番の学校運営に要する経費、４番の施設維持管理に要する経費、３０７ページに

行きまして下のほうにあります５番の施設整備に要する経費、２、３、４、５になりま

す。中学校の学校管理費について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次は教育振興費になります。

３０７ページの一番下にあります１番の教材整備に要する経費から次のページに行きま

して教育研究会に要する経費、教育振興に要する経費、１番、２番、３番になります。質

疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

社会教育費、社会教育総務費になります。

３０９ページ、１番、社会教育委員会議運営に要する経費、２番の二十歳の集いに要す

る経費、次行きまして３番、一般事務に要する経費、教育集会所管理に要する経費、それ

から５番を飛ばして次のページにあります６番、たけはらときめき講座に要する経費、

１、２、３、４、６について質疑のある方はお願いいたします。

堀越委員。

委員（堀越賢二君） すみません、お先に失礼いたします。

たけはらときめき講座に要する経費、３１３ページになります。
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これは令和４年度からの事業でありますけれど、予算決算のほうは減額、予算からすれ

ば減額になっている。こちらの理由のほうは、減ったのかなということなのですけれど

も、減の理由のほうをお伺いします。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） たけはらときめき講座に対する御質問でございま

す。

予算のほうを６万６，０００円計上させていただいておりましたが、執行のほうを３万

３，５２０円ということになっております。こちら、講師謝金のほうを大学の先生という

ことで前年度２回シリーズでやったものですから２回分を計上していたのですけれども、

今回は先生との調整で１回の講座となったもので、半分になったものでございます。

以上です。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） こちらのほうの講座への参加人数のほうを教えていただけますか。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 令和５年度におきましては、広島国際大学の健康科

学部田中秀樹先生をお招きして「健幸」とストレス緩和のための睡眠法ということで、講

座やテレビでも出演されたり、ためしてガッテンに出演されたりということで人気の先生

でございました。当初募集を３０人としていたのですけれども、人気ですぐに埋まってし

まったものですから、会場の状況を確認して１０名増やして４０人定員で対応したとこ

ろ、４０名参加をいただきました。

以上です。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） やはり皆さん令和４年度からしてきたということで周知のほうもで

きている部分と、やはり講師の先生によって随分違うのかなというふうに思っておりま

す。今後、今まで行ってきた生涯学習であるとかいろんなものをこうした外部の方を招聘

して講座を開いてやるということで非常に新鮮味があって、受講される受講者の方も非常

にわくわくして参加されたと思います。この参加者の方の要はどういう、皆さんが感じら

れて実生活に生かしていくかというのが非常に大切なことと思いますので、参加者の方の

感想などは聞いた部分で教えていただけたらと思います。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。



- 183 -

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 毎回講座を行ったときに参加者にアンケートをいた

だいております。やはりおっしゃってくださったようにわくわくして次はどんなことがあ

るか楽しみだなということで、皆様の生涯学習の学びの場ということで令和４年度から講

座を開催して、その場が提供できているかと思っております。年齢的には、ちょっとお仕

事をされている方々が多くて忙しいのか分からないのですけども、６０代以上かなという

ところなのですけれども、やはり皆さん楽しみにしているよという声を聞いておりますの

で、そういったニーズ、どういった講座がいいかというのを毎年聞いたりしながら進めて

いきたいと思います。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

ほかよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

図書館費になります。

３１３ページになります。図書館費、１番の自動車文庫に要する経費、図書館管理運営

に要する経費、３番、図書館建設基金に要する経費ですね。１、２、３について質疑のあ

る方はお願いいたします。

蕎麦田委員。

委員（蕎麦田俊夫君） 図書館管理運営に関する経費についてお伺いをさせていただきま

す。

まずは、管理業務としてどのような指定管理業務が行われたものなのかを教えていただ

きたいと思います。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 図書館管理運営に要する経費の５，３４０万４，０

３０円のご質問と思います。どのような業務を行っていただいているかというところです

けれども、図書館の管理運営全般でございます。令和３年度から指定管理者制度を導入し

ておりますので、今年が、令和５年度が３年目となりました。それまで直営で行っていた

図書館の業務を指定管理者、株式会社図書館流通センターにお願いしているものでござい

ます。

以上です。

委員長（今田佳男君） 蕎麦田委員。
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委員（蕎麦田俊夫君） ありがとうございます。

図書館管理全般ということで具体的な説明はいただけなかったということで、それから

指定管理委託先から収支報告のようなものが担当として受けられておられるのかお伺いを

いたします。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 指定管理者のほうからは毎年度事業終了後に事業報

告書ということで収支報告のほうもいただいております。

委員長（今田佳男君） 蕎麦田委員。

委員（蕎麦田俊夫君） ありがとうございます。

それから、書籍の購入についてはどういうふうになされているのか教えてください。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 図書館の書籍の購入についての御質問でございま

す。

こちら直営時と同様に、直営時には市内の書店から購入しておりました。指定管理者制

度に移行するときもこれまでの仕組みを活かしたものということで、現在も市内の書店か

ら購入をしております。市内の書店にないものについては、別の出版会社から取り寄せる

という購入の方法を取っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 蕎麦田委員。

委員（蕎麦田俊夫君） ありがとうございます。

それと、書籍の購入費、昨年度、今年度の購入費が分かれば教えてください。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 書籍の購入費につきまして、精算対象の費目として

おります。その方で８００万円図書資料購入費として計上しておりまして、これを精算対

象で８００万円を超えずに購入した場合は精算をという仕組みにしておりますけれども、

今年度令和５年度は資料の購入費として８００万３，５５０円ということですので、精算

費は上がっておりません。

以上です。

委員長（今田佳男君） 蕎麦田委員。

委員（蕎麦田俊夫君） ありがとうございます。
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図書館の管理運営に関しては今仮ということでございますけれども、市民からの要望も

いろいろと多くございまして、私のほうにもいろいろ改善をしてほしいという声が届いて

おりますので、そういった市民の声をどういうふうに収集をされるおつもりなのか、それ

についてお聞かせをいただけたらと思いますので、お願いいたします。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 利用者さん、市民の声につきましては、指定管理者

がアンケートを実施しております。内容につきましては、言われたように仮移転の状況で

すので、手狭な状況の中、なかなか物理的な部分でもうちょっと待ってという意見も多く

ございました。こちら仮移転のものなので、限られたスペース、限られたところでやって

いただいていると思います。中には買物がてらに行けて立地的にはいいよというお声もい

ただいております。庁舎の跡地のほうに図書館のほうを移転させるという計画もございま

すので、そういったところ、皆様の意見を反映したものを竹原市にふさわしい図書館にな

るように考えていきたいと思います。

以上です。

委員長（今田佳男君） ほか。

堀越委員。

委員（堀越賢二君） 私のほうは、公用車の購入費のほうについてお伺いいたします。

こちらは新たに軽自動車の移動図書ということであろうかと思いますが、こちらが実際

に稼働した時期についてお伺いいたします。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 令和５年度で移動図書館車、公用車として計上させ

ていただきまして整えさせていただきました。運用開始は令和６年度のスタートで、令和

６年４月の一番最初の運行日に併せてスタートのセレモニーをしたところでございます。

以上です。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） 町なかでも見ると非常にカラフルで、大きいものも非常に冊数も多

くていいのですけれども、今の竹原市の道路状況ですとかいろんなものを鑑みたりする

と、非常に軽自動車というのは有効なのかなというふうに思っております。あとは利用者

がどうかというところではありますが、この車の規格が小さくなったことで何か利用者の

方から冊数に関して苦情があったりとか、それとも小さくなって使い勝手がいいよねとい



- 186 -

うような利用者の方の声があればお聞かせください。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 新しい移動図書館車の利用者の声ということなので

すけれども、まず一番に絵本作家ヨシタケシンスケさんのイラストがとてもかわいい、そ

ういう声が私のほうに届いております。冊数の部分での苦情というのは、私のほうには届

いておりません。図書館のほうのスタッフからも、予約を受け付けるよと、インターネッ

トで受け付けたものをお届けできるよと、そういう仕組みも恐らく周知をしていただいて

いると思います。小型化したことによって、先ほど言われたように竹原市の道路事情、今

まで行けていなかった皆実町のほうと吉名の毛木のほうにステーションを増やしましたの

で、そういったところで効果的に回れるのかなと考えております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） それと、やはり大きいのは運転手さんの負担がかなり軽減できてい

ると思います。なかなか大きいと、毎日毎日業務としてずっと運転しているということで

あれば随分違うのでしょうけれども、そうではない中でなかなか大きな車の運行というも

のは大変なのかなと思いますし、今後の移動図書の車の運転手の確保といったようなとこ

ろもだんだんと問題が表面化してくる部分もあると思います。こういった中でこういった

小型化をするということで、利用者の皆さんからも苦情ではなくてそういうおおむね好評

といったような意見がありますので、これはさらに充実をしていく必要があろうかと思い

ます。あとは、しっかりとそのニーズを取り込んで、ただ本を載せて走るというものだけ

でなく、新しい移動図書の在り方というものも今後しっかりと検討していっていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、総括のようで、申し訳ござ

いません。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

宇野委員。

委員（宇野武則君） 図書館ですね。２の管理運営、指定管理ですね、管理料。当時は７

名だったろうと思うのですよ、職員は。館長は常駐されているのか、あれは市内の人間

か、市外の人間か、この１点についてお伺いします。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 図書館のスタッフの人数でございますが、７人であ
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ります。産休、育休等で異動等はございますが、７人で対応していただいております。館

長につきましては、市内に在住されております。常駐しております。

以上です。

委員（宇野武則君） 市内。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 市内に住んでいらっしゃいます。もともと出身は市

外の方だったのですけれども、こちらに居を構えて住んでいらっしゃいます。

委員長（今田佳男君） ほかよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

文化財保護費になります。

３１３ページ、真ん中から少し下にあります１番、文化財保護委員会に要する経費、そ

れから２番、３番、それから次のページへ行きまして、ずっと下にあります４番の文化財

保存事業に要する経費、これは次のページにまたがります。文化財保護費について質疑の

ある方はお願いいたします。

山元委員。

委員（山元経穂君） ３番の文化財管理に要する経費のうちで、３１５ページの１８番、

日本遺産北前船協議会負担金で予算も５０万円で、もちろんこれ負担金だから当然決算も

同額になると思うのですが、これに加入している、だから加入して何か事業というか、そ

ういうことがあったのかということでお聞きしたいと思います。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 日本遺産北前船協議会負担金に関連した御質問で

す。

こちら５０万円、委員おっしゃるように負担金ですので、市は５０万円、町は１０万円

ということでお支払いをしております。活動といたしましては、令和５年度の段階で４９

自治体が加入しております。歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化、伝統を語るスト

ーリーとして文化庁が認定されており、竹原市でも選定を受けております。令和５年度の

特徴的な活動といたしましては、全国を通じて一般向けのオンラインセミナー、年間４回

行っております。こちら竹原市の住民の方も何かこういうことがあればなということで興

味を持たれたという御意見をいただいておりますので、情報が入り次第、ホームページの

ほうにアップをしております。また、子供向けのオンラインセミナーということで、こち
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らは令和５年８月９日に８自治体が参加して、竹原市も参加をしております。子供さんに

募集を募ったところ、竹原市では２名の参加をいただいております。そういったオンライ

ンで全国の寄港地、船主集落のつながりをオンラインで学ぼうということでやっておりま

す。また、協議会に関してホームページのポータルサイトの管理であるとか学芸員のセミ

ナー、こちらもオンラインとかでもセミナーもございますので、そういったところにも参

加をしております。

以上でございます。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 少し関連的な質疑になって申し訳ないのですけど、オンラインセミ

ナーで子供のほう、６自治体で竹原市から参加２名だったと言って、ここから推定して、

これだけで推定するのはちょっと失礼かもしれないのですけど、いっときほど北前船、北

前船と今言っていないような気がするのですよ。一時期、日本遺産になったというときに

は、結構市を挙げてという表現がいいかどうか分からないですけど、日本遺産に認定され

たね。どうも北前船というのが、今どれほどの活動で市民に認知されていっているのか。

今後本当に観光を増やしていったりとか竹原市の歴史文化を守っていくという意味では非

常に大事なものであると思うのですが、その辺の見解についてお伺いしたいと思います。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 竹原市は令和元年５月に追加認定ということで認定

を受けまして、認定のセレモニーということを酔景の小庭で行ったところでございます。

当初よりもちょっとトーンダウンしたりしたのではないかという御意見も受け取りまし

た。日本遺産に認定された構成文化財５つあるのですけれども、先ほどのオンラインセミ

ナーのときも２名来られたのですけれども、すごく歴史に興味を持たれて構成文化財の塩

の古文書であったり紙本著色絵屏風のレプリカを目の前にすごく感激して帰ってください

ました。人数は少なかったのですけれども、喜んでもらえる子供さん、児童生徒さんいら

っしゃったのだなということで思っております。

今後の展開につきましては、日本遺産というのは歴史、文化を伝えることを通じて地域

活性化というところの目的に認定されておりますので、観光のセクションであるとかそう

いったところとも連携しながらしっかり伝えていきたいと思っております。

委員長（今田佳男君） 山元委員。

委員（山元経穂君） 参加された２名ってすごいそういうことに興味を持った子が参加し
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たと。例えば私なんかお城が好きですから、そういうものがあったら参加するかもしれな

い。ただ、さっきの２回目の質疑でも言わせてもらって、今後、今答弁で地域活性化とい

うことがあった。市全体としての広がりとしてどうなのかなと。北前船が日本遺産に認定

されたということをどれだけの方が理解して、こういう町なのだという文化と歴史、よく

言われる文化と歴史に誇りを持つ町ではないですけど、そういう意味合いでこれがどこま

で広がっていっているのかなというところがちょっと最近思うところがあるので、地域活

性化に対してこれからぜひその意味では普及させていきたいということだったので、これ

以上はお聞きしませんが、本当にそう思われているのだったらそのようにこれから展開し

ていただきたいと思います。

委員長（今田佳男君） いいですか。

ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

美術館費になります。

３１７ページ、下のほうにあります１番の基金管理に要する経費、２番の一般事務に要

する経費、これは次のページにまたがります。１番、２番、美術館費について質疑のある

方はお願いいたします。

平井委員。

委員（平井明道君） ３１９ページの美術品保管委託料１３３万７，５２０円、今井先生

の作品選定業務委託料６９万９１０円についてお聞きします。

これ、今まであった美術品と今井先生の作品は、保管場所は一緒ですか、別々ですか。

お教えください。

委員長（今田佳男君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） これまで美術館で所蔵していた作品と今井先生の作

品は別に保管をしております。ただ、まだ寄附を受けて選定作業を行わせていただいたの

ですけども、現在今井家のほうに保管をしていただいております。今年度中にどういった

形で移動させるかということを整理していきたいと思っております。

委員長（今田佳男君） 平井委員。

委員（平井明道君） 関連でちょっとずれるかもしれないのですけど、たくさん美術品を

いただいたと思うのですけど、あと池田コレクションもたくさんあると思うのですけど
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も、美術館の場所は決まったのですかね、まだ決まっていないのですかね。

委員長（今田佳男君） それはちょっと。

委員（平井明道君） 分かりました。では、大丈夫です。

委員長（今田佳男君） いいですね。

ほかよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

３１９ページ、文化振興に要する経費について質疑のある方はよろしくお願いいたしま

す。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

保健体育費、保健体育総務費になります。

３１９ページの一番下のほうにあります体育施設開放事業に要する経費から２番、次の

ページの３番の行事運営に要する経費、４番の一般事務に要する経費になります。１番、

２番、３番、４番、保健体育総務費について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

３２１ページになります。

一番下のほうにあります体育施設維持管理に要する経費、これは次のページにまたがり

ます。１番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

学校給食費になります。

３２３ページ、１番の学校給食運営に要する経費、２番の施設管理に要する経費、これ

は３２５ページにまたがります。学校給食費について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（今田佳男君） それでは、特会に参ります。

教育委員会の貸付資金特別会計になります。

３５９ページをお開きください。

章書きになりますが、３５９ページ、特会の歳入一括で質疑のある方はお願いいたしま

す。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、最後になります。

３６１ページからですが、貸付資金特別会計の歳出になります。質疑のある方はお願い

いたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） それでは、以上で教育委員会の集中審査を終了いたします。

１１時３６分ですから、午後１時から再開ということで、午後１時再開。それまで、休

憩いたします。

午前１１時３６分 休憩

午後 ０時５７分 再開

委員長（今田佳男君） 休憩を閉じて会議を再開します。

次に、建設部の集中審査を行います。

建設部の歳入、５５ページから１０９ページにわたります。歳入一括で質疑のある方は

お願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、歳出に参ります。

２３３ページをお開きください。

２３３ページ、下のほうにあります農業費の農地費、１番の農業用施設整備に要する経

費、その下の２番の一般事務に要する経費、これは次のページにまたがります。これの１

番、２番で質疑のある方はお願いします。２３３ページです。農地費、一番下のところ。

道法委員。

委員（道法知江君） ２３３ページ、農業用施設の整備に要する経費をお伺いさせていた
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だきたいと思います。

当初予算では２４０万円ということだったと思うのですけども、予算を下回っているこ

の理由と、それと実績をお伺いさせていただきたいと思います。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 農業用の修繕費のほうですかね。

委員（道法知江君） そうです。

委員長（今田佳男君） １１４万７００円。

建設課長（古川芳民君） こちらについて農業の維持と経営の安定を図る目的で農業施設

の修繕料として水路の修繕ということで、水路の修繕や農道の修繕ということで支出して

おりまして、修繕２件で１１４万円を支出しているという状況です。受益を受ける農家の

負担については、受益者負担金ということで今ある農業用施設については、農道について

は１０％、水路についても１５％という形で分担金をいただいて修繕を行っております。

以上です。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） もう一度、農業用施設整備に要する経費は全般的に、要するに当初

の予算より下回っている主な理由をお伺いさせていただきたいと思います。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） ここは修繕料とか原材料費とかの支出にはなってくるのですけ

ども、需要とか要望という数は少なかったというところはあると思うのです。その分の執

行が少なかったということはあるかと思います。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） 要望が少ないということと、予算では計上しているわけです、当初

予算で。数字が明確に上がっている、２４０万円、範囲も決まって上がっている。明確な

金額が上がっていることと要望が少なかったという分の整合性が取れないかなと思うので

すけども。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 失礼いたしました。ごめんなさい。

こちらの予算では、不特定の修繕費として現在値として計上しておりまして、要望とか

ニーズのあるものに対して応えていく形になるのですが、予算については一部電気代がか

なり高騰したというので電気代のほうに流用しているというのもあります。ちょっと予算
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で下回っているということがあると思います。

委員（道法知江君） 分かりました。

建設課長（古川芳民君） すみませんでした。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

樋門維持管理費になります。

２３５ページの真ん中から下、１番、樋門維持管理に要する経費、それから次のページ

の緊急自然災害防止対策の２番、この１番、２番について質疑のある方はお願いいたしま

す。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では次、林業費に参ります。

２３７ページになります。

林業費の林業総務費、一般事務に要する経費、基金管理に要する経費、それから３番の

林道管理に要する経費、１番、２番、３番について質疑のある方はお願いいたします。

堀越委員。

委員（堀越賢二君） １点、林道管理に要する経費のところの草刈り委託料、こちらのほ

うが予算からして４分の１程度になっている、その減額の理由についてお伺いいたしま

す。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） こちらについては、林道の草刈りということで２０万余りを支

出しております。削減についてということで天候がよかったのでそこまで執行額が、少な

かったのかなというのと、先ほど一部流用して燃料費に回すということもあります。

以上です。

委員長（今田佳男君） いいですか。

ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

林業振興費になります。２３９ページをお開きください。
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真ん中の少し下にあります２番の治山事業に要する経費、下の３番の人工林対策、それ

から次のページの４番の里山林対策、２番、３番、４番について質疑のある方はお願いい

たします。

道法委員。

委員（道法知江君） ２３９ページの人工林対策に要する経費１，２９８万５，５７８円

ですが、これは令和３年度からの事業で森林の経営管理の事業だと思うのですけども、令

和３年度から本市の全体の森林面積に対してどの程度進捗があるのかということを、まず

令和５年度までどの程度の進捗があったのか、どういったことが森林整備が行われたの

か、まずお答えいただきたいと思います。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 森林環境譲与税の関係の質問だったと思います。人工林の整備

ということで、集積計画とか意向調査とか、団体調査とかをしながら集積をしていって調

整、管理していく流れになろうかと思います。市全体でいいますと人工林が１，１００ヘ

クタールほどございまして、全市域の約９％ほどになります。これまでの３年間の取組で

約１ヘク前後というところが成果になろうかと思います。こちらと引き続き森林環境譲与

税を活用していって、活用できる森林は森の整備を進めていくという形になろうかと思い

ます。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） ごめんなさい。確認なのですけど、第２次竹原市の緑の基本計画と

いうのがあると思うのですけど、それに対しての森林面積で、国有林もそうですし、あと

公有林、市の市有林、これ明確に入っていると思いますけど、もう一度教えていただけま

すか。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 森林全体の面積については８，０００ヘクタールはあって、そ

の中で天然林が７，０００ヘクタール弱、人工林は１，１００ヘクタール程度というとこ

ろで、ごめんなさい、手元の資料だけ市有林とか国有林面積とか、そこまで確認できてい

ないのですけども、市全体でいうと７割が森林になっているという状態は恐らく変わって

おりませんで、そのうちが１，１００ヘクタールが人工林という内訳になります。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） 市域の面積の６８％を占めることだと思います。
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では、それではお伺いさせていただきたいのは、令和５年度の所有者リストの作成とい

うのが目的ではあったのかなと思うのですけども、所有者リストの作成と人工林の管理、

どのように令和５年度されたかお伺いさせていただきたいと思います。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 人工林の管理集積計画につきましては、持ち主を調べまして意

向確認、意向確認して字界調査、隣接する境界の調査で市のほうに集積計画にいただける

かどうかというのは意向確認をした上で、３割ほどの間伐をして現況のヒノキとか植林し

ているような取組をしております。それから、今年度自体は０．３ヘクタールほどになっ

ております。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） それでは、最後の質疑にさせていただきたいと思いますけども、あ

と残りと事業期間というのはどれぐらいで、残りはもう少し要るのかなと思うのですけ

ど、取りあえず令和６年度に対してということで分かれば教えていただきたいと思いま

す。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 令和６年度に関しては、令和３年度に本川水系を中心とした大

規模な水害があったところなのですけども、流域治水計画の一環として河川整備だったり

ポンプ場整備だったりいろいろ行っているのですが、多層的な取組の一つとしてため池の

貯水能力の規模強化、その中の一つとして荒廃森林の整備ということで、森が本来持つ水

資源涵養の規模とか、保水機能とかというところを本川流域の中で整備をしていって、そ

の中で環境譲与税を使っていくということを考えています。

以上です。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） 本川流域も含むのですか。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 昨年つくった、０．３ヘクタールの集積計画をつくったという

状態でして、それの次に施工箇所として本川流域なども選んで施工していこうというふう

に考えております。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（今田佳男君） 次に参ります。

次は、水産業費になります。

２４１ページの一番下に漁港維持管理に要する経費、この次のページにまたがります。

１番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 次に参ります。

２４５ページになります。

４番、真ん中にあります４番、工業団地に要する経費のうち、１８番の竹原工業流通団

地送水設備工事負担金は除きます。４番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２５５ページになります。

２５５ページ、土木管理費の土木総務費、上のほうにあります２番、用地業務に要する

経費、その下にあります３番、一般事務に要する経費になります。２番と３番で質疑のあ

る方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２５７ページになります。

道路橋梁費のうち、道路維持費で真ん中ちょっと上にあります１番、道路維持補修に要

する経費、それから次のページに行きまして一番上にあります緊急自然災害防止対策に要

する経費、１番、２番で質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 次に参ります。

次は、道路新設改良費になります。

２５９ページ、真ん中のちょっと下にあります２番、道路整備に要する経費、その下の

３番、県営道路整備事業に要する経費、２番、３番になります。質疑のある方はお願いし

ます。
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道法委員。

委員（道法知江君） ２５９ページの道路整備に要する経費、新設改良工事のことについ

てお伺いさせていただきたいと思います。

これは、忠海駅の自由通路のことだと思います。５年、６年として整備されると思うの

ですけども、現段階の状況とか、まず現段階の状況をお伺いさせていただきたいと、５

年、６年。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 忠海駅の自由通路につきましては、令和５年度に詳細設計をい

たしております。業務関係上はＪＲとの調整とか、電気関係、通信関係の設計がございま

して、その調整があって令和６年度までの繰越しで設計業務を行いました。現在は用地取

得に向けてＪＲと調整をしておりますが、広島県の駐車場整備と併せて一緒に同時購入、

同時取得を目指して調整しておりまして、今県との調整を行っている状況です。間もなく

次年度の基本協定を締結し、全体の対応を定めましたら来年以降、実施協定を結んで実施

していくというような形になります。

以上です。

委員長（今田佳男君） 新設改良工事はいくら。

建設課長（古川芳民君） 新設改良工事の内訳ですかね。

新設改良工事６，８００万円の内訳ということですけども、委託費の中の内訳というこ

と。

失礼いたしました。この予算で申し上げますと委託料の中のは繰越しの中に２，３００

万円というのがあるのですけども、この中に忠海施設の設計費が入って繰越しになってい

るという状態です。建設費はこの中には入っていないと、今回は今年度決算には入ってい

ないと。ごめんなさい、そういう状態です。

委員（道法知江君） 分かりました。

委員長（今田佳男君） 今の道法委員、いいですか。

委員（道法知江君） いいですよ。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

次は、橋梁維持費ですかね、２５９ページになります。
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１番の下のほうにあります橋梁維持補修に要する経費、２番の橋梁維持改修に要する経

費、２番は次のページにまたがります。１番、２番で質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

河川総務費になります。

２６１ページ、１番の河川維持補修に要する経費から２番、３番、次のページの上にあ

ります４番の緊急浚渫推進事業に要する経費、１、２、３、４について質疑のある方はお

願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２６３ページの緊急浚渫推進事業に要する経費、１４番、維持補

修工事２億２０９万１，１００円の実績、また効果についてお伺いします。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 緊急浚渫事業債、維持修繕工事で令和５年の実績ですけども、

施工箇所は５か所、大きいところで申し上げますと、吉名の平方地区遊水地の浚渫、毛木

地区の浚渫です、毛木地区遊水地の浚渫工事。そして、福田の東川東谷線の土砂浚渫工事

と築地地区です、これはポンプ場の悪水溜のほうの部分になりますけども、築地地区の遊

水地の浚渫工事、吉名でいいますと城川の浚渫、田ノ浦川、竹原小学校の前の田ノ浦川の

浚渫、大井の西ノ川の浚渫ということで１４河川の浚渫を行っております。令和６年度も

引き続き、今年が最終年度と緊急浚渫事業債の、すいません。

委員長（今田佳男君） 続けてください。

建設課長（古川芳民君） 失礼いたしました。

令和６年の予定ですけども、引き続き吉崎遊水地の浚渫と毛木川、毛木の遊水の浚渫、

西ノ川の継続となります。ほか引き続き各地で１２か所を予定しているという状態です。

失礼いたしました。よろしくお願いします。

委員長（今田佳男君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 令和５年度だけ聞こうと思って、令和６年度まで教えていただい

てありがとうございます。ですが、令和５年、令和６年かなり浚渫工事をやっていただい

て大変喜んでいるわけでございますが、当然令和７年度からはこの国の交付金が入ってこ

ないという状況があるので、今後そのことについて、浚渫はやはり計画的にやっていかな
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いとどうしても、今年台風とか大きいあれはないといってもどうしても土砂はたまります

よね。今後そのことについてどのように考えておられるか、お聞きします。

委員長（今田佳男君） 建設部長。

建設部長（岡崎太一君） 緊急浚渫事業債の今後の予定について御回答いたします。

緊急浚渫事業債につきましては、通常であれば一般財源で実施しなければいけない河川

や遊水地などの土砂の撤去や樹木の伐採を特例的に地方債で対応できるようにしたもので

あり、本制度を活用して周辺にお住まいの皆様の安全確保に現在取り組んでいるところで

ございます。令和６年度までとされている緊急浚渫推進事業債につきましては、これまで

も制度を継続するよう市長会等を通じて国に要望しているところでございますが、現在の

制度の継続など国からの方針は示されていないのが現状でございます。引き続き、本市に

とって必要な制度であるということであることから、本制度が継続的に活用できるよう広

島県とも連携いたしまして要望等を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

委員（下垣内和春君） 分かりました。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

港湾管理費になります。

２６３ページになります。１番、港湾管理事務に要する経費、それから２番、竹原港駐

車場管理に要する経費、１番、２番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 次に参ります。

２６５ページになります。

一番上にあります１、県営港湾整備事業に要する経費、１番について質疑のある方はお

願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

都市計画費になります。
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２６５ページ、下のほうにある２番、都市計画審議会に要する経費、それから３番、一

般事務に要する経費から次のページに行きまして４番、５番、６番、その次の７番、８

番、景観形成推進に要する経費、２番から８番、都市計画総務費について質疑のある方は

お願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２６９ページ、景観形成推進に要する経費、予算案では竹原駅前

エリアウォーカブルビジョン、改定業務委託料５万円があったのですが、これ執行されて

いないと思いますが、この件についてお伺いします。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） ウォーカブル推進事業の関係ですけど、こちらのほうは平

成３０年のほうにビジョンを策定をいたしまして、かなり今回駅前のＳｍｉｌｅ Ｐａｒ

ｋと題しておりますが、そちらのイベント、今年は５回目となるわけですけど、かなり当

初からお子さん方とか増えてくる中で見直しとかしておりまして、この前竹原市のほうで

主催でそういったイベントとかもしてきたのですけど、昨年度から地元のほうの推進協議

会のほうを立ち上げまして、地元の商店街主催ということで決まっておりまして、今後い

ろいろ参加者が増えている中で竹原中学生とかそういった地域に根差すまで、今後１０年

計画となっておりますので、必要な見直しということで、今年度以降見直しさせていただ

きたいと思っております。

委員長（今田佳男君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） １８番のウォーカブル推進事業、補助金を出されています４９万

８，０００円ですね。当然地元の方へ、そのほうへこういう補助金を出してやっていくと

いうこと、それの実績と効果についてお伺いします。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） ４９万８，０００円というこちらのほう、先ほど申しまし

たとおり、今後主体を市のほうから地元のほうへ移行させていただくという、単年度、令

和５年度一年限りの補助金ということで交付しております。その使い道ですが、日常的な

回遊空間の創出というふうな大きな目標がありまして、そういったことで長期的にでき

る、使用できるということで有効に補助金として交付をいたしております。

委員長（今田佳男君） まだ、効果。

都市整備課長（広近隆幸君） 効果のほうにつきましてですが、当初から参加される人数
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もかなり増加傾向にありまして、最も大きな効果といいますか、先ほど申したような関わ

っていただく地元の方とか以外にも同様の事業者さんでありますとか竹原中学校の生徒さ

ん、そういったところで関わっていただく方が非常に多くなってきている。それから、一

番この事業で目標としておりますのが、空き店舗の活用。どうしても空き地や店舗が多く

て人が少なくなってきて、そういったことがありますので、店舗が活用されて人がにぎわ

えば、さらにこういった場所、エリアの価値が向上しますので、また店舗が増えてくる。

そういったふうなことを目標としておりまして、これまで令和２年度から取組をしている

のですが、４店舗、駅前商店街から本川通りに抜けて、具体的には生花店、履物店、介護

福祉の事業所、それから美容院ということで計４店舗が出店しておりまして、今後またこ

ういったにぎわいを創出する中で、またそういった価値を生み出すことを考えておりま

す。

委員長（今田佳男君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 最後の質問になりますけど、今随時予算、店舗なんかをしっかり

と利用していただくようなことをされるということなのですが、この事業に推進補助金

等、今後またそういうのを出して活性化するためにやっていくのどうかについて、最後お

聞きいたします。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） この事業ですが、当初から社会実験ということで市のほう

で先導するような形で推進しておりますが、当初より地元を主体にして今後主体を移行し

ていくというようなことはちょっとありまして、そうしたことで協議会のほうも立ち上げ

ていただきまして、今後については令和６年度の市のほうでの予算が計上していないとい

うことですが、市としても連携して一緒に駅前の活用をはかっていくということでは連携

をしていきたいと考えております。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

川本委員。

委員（川本 円君） 同じところで申し訳ございません。ウォーカブル推進事業のところ

でございます。

先ほども御説明があったように１０年間かけてやる壮大な計画であります。３年目、５

年目ですかね。当初の計画では、歩きたくなる商店街というネーミングで始められた記憶

がございます。実際歩いているかどうかは別として、歩きたくなるというのがちょっと私
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にはその当時理解できなかったのですが、ちょうど私も散歩をその辺りでするものですか

らよく必然的に歩かざるを得ないのですけど、人っ子一人と擦れ違ったことはありませ

ん。課長、ちなみにあそこを歩きますか。歩きたくなりますか。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 私も頻繁にではありませんが、店舗とかありますので、活

用させていただいております。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） 嫌みで言っているわけでなくて、本当に歩きたくなるというのは、

催し、年１回やるいろんなイベント事で人が集まって、わっすごいなという一過性のもの

ではいけないのですよね、恐らく、１０年もかけるわけですから。最初にできた予想図、

こんな感じになりますといって絵コンテみたいなものをいただいております。それは、確

かにイベント事をやっているときはそんな感じになっているんですけれども。１０年後は

ああなるのですか、本当に。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） こういった取組を続けていく中で、いろんな人に関わって

いく中で、町なかの魅力を向上していって、現状はまだなかなかそういった平日から人が

歩きたくなる、居心地がよくなるというところまで達成はしておりませんが、目標として

は目指していきたいと考えております。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） だから、くどいようですけど、歩きたくなるという抽象的な考え方

よりか実際どうなるかというのはやっぱり１０年もやって結構な金額もかけているのです

から、ほぼ半分近くは消化したわけですよね。そこに、私が見る限りでは何か行き着かな

いような気がするのですね。ごめんなさい、せっかく頑張っておられるのに。店も新しい

出店も増えてきたというのはそれは事実ですから認めますけれども、この前からにぎわい

とは何ぞやという話も出ましたけど、確かに駅前商店街のにぎわい、確かにやってほしい

ですけど、祭事にこれからどんどんどんどん、年１回の祭事にこれだけずっと１０年もか

けてやる必然性というのはありますか。目標値に達成できない場合はどうするのですか。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 委員言われるとおり一過性のイベントでそのときだけにぎ

わいというふうなものでなくて、日常的にも人が歩けるような場所にしていくというふう
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なことで、年に１回の１０月の第４週に計画しているのですけど、そちらは皆さんに駅前

のほうへ来ていただいて愛着を持っていただくとかそういったことを感じていただくとい

うことの動機づけとしておりまして、今後またいろいろどういったやり方があるかという

ふうなことも地元の関係者と考えて、そういった魅力的な空間ということでいきたいと考

えています。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） これ以上聞いても。どうでもこうでも１０年やれと、そういうわけ

ではない。

委員長（今田佳男君） 建設部長。

建設部長（岡崎太一君） ウォーカブルについての御質問でございますが、ウォーカブル

につきましては委員おっしゃられるように、なかなか人が滞留して集まっている状況まで

至っているかというと、まだ現状ではそこまで至っていないというのが現状でございま

す。一方で、これまでの店舗の促進事業だとかそういったところ、結構全国的には珍しい

取組というところもございまして、国交省など視察に来られたりそういったところの一定

の成果も見られるところもございます。やはり今後５年、そのままどうするのかというと

ころもございますので、そこは少し我々としてもしっかり考えて、もう一つてこ入れでき

るなり、ソフト対策中心になるとは思うのですけど、しっかり検討してまいりたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。

委員長（今田佳男君） よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

公園管理費になります。

２６９ページ、下のほうにあります１番、都市公園管理に要する経費、それから２７１

ページに行きまして３番、的場海水浴場に要する経費であります。２番、３番について質

疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

その下にあります１番、県営街路整備事業に要する経費、２７１ページです。１番、県

営街路整備事業に要する経費について質疑のある方はお願いいたします。
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よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） その下、１番、駐輪場維持管理に要する経費。１番について質疑

のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２７３ページになります。

上のほうにあります２番、新開土地区画整理事業に要する経費。２番について質疑のあ

る方はお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） この事業が１億５，４００万円超執行されているわけですけれど

も、当初の事業目的と、それとこの決算資料とあとこの成果といいますかね、事業効果そ

のものはどのようにお考えなのか、まずお聞きしたい。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 新開土地区画整理事業ですが、道路、公園、水路等の公共

施設の整備を問わず、面的にそこの宅地の区画形成をすることで側面的に居住空間とかそ

ちらの整備をしているというので、その効果についてですが、現在令和５年度末で進捗率

の９０％に達しておりまして、様々について効果を上げているものと考えております。こ

の間当初４８０人区域内に建物をかなり新築をされて、令和５年度末で純増の建物が２０

８棟ということで区域内の人口も７４３人増えて、５年度末の人口が推定になりますが

１，２００人余りというところで人口の増加もみられております。それから、事業所、店

舗の進出という点になりますが、こちらのほう、おおむね１，０００平米以上の店舗とい

うことですが１０店舗進出していまして、こちらのほうで２８１人の新たな雇用が創出さ

れ、そのうちの１９９人は市内の居住者であるというふうなことで今年度も調査を行って

いますが、３年前と同じような結果が得られております。それから、財政的な面になりま

すけど、区域内の固定資産税というところで比較をさせてもらいますと、当時未着手が平

成１１年度土地と建物に係る固定資産税と令和３年度末の資産税を各年度で比較したとこ

ろは８，１００万円の増額というようなことで、これは単年度ですので現在たった年数分

ということでそのまま固定資産税に対する増収というようなところにはつながっているの
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だと思っています。主な内容としては以上でございます。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） これは決算資料という形で４１ページをぜひ見ていただきたいので

すが、今、事業効果はいろいろるる述べられました。当初は平成８年９月に事業決定して

ということで３８億円余りから始めて、７年で終わる事業が伸びに伸びて２６年の期間で

すかね、こういった期間がものすごく延びています。そして、事業費についても見ていた

だければ、当初３８億７，６００万円から６回の変更された後の事業計画、事業費という

のは５１億円という巨額な費用になっておって、それからそこの中の市の持ち出し分とい

いますか、市の負担に限って言えば、当初の計画では市の負担と市独自の負担があってそ

の両方を合わせた竹原市の持ち出し分というのですか、これが当初は１２億７，４００万

円から第６回の変更では２３億１，０００万円というのは当初の計画より８１％も増えて

いるということで、逆に財源となるの保留地の処分というのは、これは御存じのように当

初の計画では８億２，６００万円だった土地を売って事業に充てるよという保留地処分金

というようなことなのですが、これが今度は６回の変更の計画では３億７，３００万円と

いうような８億２，６００万円から３億７，３００万円というような保留地処分金も減っ

ていると。これは地価が下がっているからということになるのですけど、こういった長期

のスタンスで見ると先ほど言った区域を限定した店舗が増えている、人がそこだけ増えて

いるということは言われる、説明されましたけれども、その間の竹原市の人口の分という

のは相当やっぱり、全体ですよ、竹原市の全体がやっぱり相当減っている、雇用の場も減

っているということは明らかだと思うのですね。ですから、そういう中でこの巨額の投資

に見合う、本来短期の流れだったものが二十数年前に２６年間ぐらいですか、延長されて

いる、この間事業費が膨らんで市の持ち出しが増えるという面から見たら、竹原市全体の

プロジェクトですからそういった面から見ての事業効果というか、目的に対する成果とい

うのは、私は今言われたようなことではないのではないかというのがあって、ちょっとそ

の件について再度確認を含めてお尋ねしたい。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 新開土地区画整理事業ということですので、先ほどこの区

域内での効果を述べさせていただきましたが、まだ市全体でということになりますと総合

計画でありますとかそういうことで様々な施策を展開していく中で行っていくということ

で、こちらのほうは新開土地区画整理事業ということで確かに延伸、延伸を重ねて言われ
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ますように単独市費の持ち出しという地価の下落に伴います保留地処分金の減額というふ

うなことでかなり負担にもなっておりますし、長期間にわたって事業を継続していくとい

うことで地権者のほうにも迷惑をかけているような状況もありますので、現在計画期間で

あります令和１０年度末の完了に向けて、一丸となって事業の完了に向けて取り組んでい

きたいというふうに考えております。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） 今、私が言ったのは、言いたかったのは、スタートのときの事業計

画で長期になっているよということで、これは単なる一部の部分的な分ですけど、竹原市

全体から見たら巨額な費用になるし、人口減少を防止するよという最大な事業ではないか

と私は理解して、当時はね、それだけの位置付けがあったと私は記憶している。ですか

ら、そういった竹原市として大きな区画整理事業に対する全体の中での位置づけですから

ね。そこの区画だけの、今の区画整理だけの中での出入りというのは、確かに田んぼから

商業地になっているわけですから一定の店舗とか住居というのは理解できるのですが、そ

こは全体から見たら竹原市に位置づけるプロジェクトといいますか、そこから見たら事業

効果の分がもう少し判断していただきたいということをちょっと指摘しておきたい。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

堀越委員。

委員（堀越賢二君） 私、移転交渉のほうについて１点お伺いをいたします。

令和５年度中にどれぐらいの進捗があったのかをお聞かせください。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 事業費ベースで１億２，６００万円、これに区画整理事業

費として執行しておりますが、事業費ベースでないところが経常的なものもありますの

で、総事業費５１億３，２００万円に対する事業ベースでいいますと１億２，６００万円

というふうなところで執行させていただきました。内容的には、建物移転補償、住家とい

うことで人が住まれているということでこちらのほう全部で１５１棟あったのですが、現

在５年度末の時点で残り５棟というふうなことになっております。それから、工事のほう

も令和４年度からの繰越しでありますとか逆に６年度に繰り越した工事もあるのですが、

道路でありますとか宅地の造成とか、一番広く造成したところが竹原中学校から朝日橋を

こちら東側に入りまして左手、南側ですね、かなり広い面積３，０００平米ぐらいの造成

を行ったりしたということで、そういったことで令和５年度末の進捗状況、進捗率という
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ことで９０％を達成しておりまして、今年度末、今年度の予算を執行することにより９

２％ぐらいの見込みとなっております。

委員長（今田佳男君） 堀越委員。

委員（堀越賢二君） ありがとうございます。

令和５年度中に移転交渉がどれぐらい進んだかという実のところをお伺いしたかったの

ですけれども、なかなか順調にということではないとは思うのですけれども、民間の方の

仲介といいますか、そういうものもあり、少しずつ最終的な解決といいますか、この事業

を推進していくためのものが進んでいるものと思いますが、この移転交渉について以前か

らほかの委員さんからもありましたが、現在の移転交渉の体制というものはどういったよ

うな体制でその地権者の方との交渉を進められているのか、その点についてお伺いいたし

ます。

委員長（今田佳男君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） こちらの地権者数ということで申し上げますと３４９名が

承知、転移させてもらっていまして、令和５年度末の時点で３５名が残っております。そ

のうち令和５年度から６年度にかけての工事等完了した方が８名いらっしゃいますので、

現時点、６年度末では３５から８名を除いた２７名ということでそれぞれ交渉となってい

るところです。この２７名が全て難航しているとかということではなくて、本当に難航し

ている地権者というのは数名ということで、ここが突破できないためにその次の段階の関

係しているところが移転とか工事ができないというふうな状況であります。基本的には交

渉ですので、複数の職員の体制ということで、基本的には都市整備課担当者２名、工事担

当、移転担当の事務の職員と技術の職員の２名が行うということになっておりますが、重

要な案件、重い案件については当然係長、課長、部長というふうなことで、令和３年度に

は副市長がじきじきに交渉に伺ったというふうなことがありましたので、今後につきまし

てはなかなかこれまでのように交渉を続けながら、できる箇所をやって進めていくという

ふうなことがなかなかできにくい状況になっておりますので、こちらもギアを上げるとい

いますか、本当に終わらすというふうな意気込みで交渉に当たっていきたいというふうに

考えています。

委員長（今田佳男君） ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。
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次の２７３ページ、一番下のほうにあります下水道事業に要する経費、１番について質

疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次の２７５ページ、上のほうにあります下水路維持管理に

要する経費、１番ですが、１番について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、その２７５ページ、その少し下にあります１番、景観道

路・修景広場維持管理に要する経費。この１番について質疑のある方はお願いいたしま

す。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次は２７９ページになります。

住宅費の住宅管理費になります。真ん中辺の少し上にあります２番、住宅審議会に要す

る経費、その下の３番の住宅管理に要する経費、２番、３番に質疑のある方はお願いいた

します。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２８１ページに参ります。

下のほうにあります１番、樋門維持管理に要する経費、これは２８３ページにまたがり

ます。樋門維持管理に要する経費について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では次、２８３ページになります。

上の方にあります１番、県営急傾斜地崩壊対策事業、それから２番の急傾斜地維持補修

に要する経費。この１番、２番について質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

２８３ページです。



- 209 -

下のほうにあります、下から少し上にある２番の交通安全施設整備に要する経費、２番

について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次は３２７ページになります。

１番の上のほうにあります公共土木施設災害復旧に要する経費、１番について質疑のあ

る方はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ３２７ページ、公共土木施設災害復旧に要する経費の１４番、災

害復旧工事、金額が５億５，４２４万２，６２１円になります。予算現額では、工事とし

ては７億７，０００万円余りと計上され、繰越明許費が１億１，２００万円ぐらいで、事

故繰越も２，３００万円あります。不用額が８，０００万円余りありますが、その引いた

金額が５億５，４００万円ということでございますが、この復旧工事の実績と不用額の要

因についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

委員長（今田佳男君） 建設課長。

建設課長（古川芳民君） 災害復旧事業の執行状況ですけれども、５年の決算の中には３

０年債の災害と３年債の災害があるのですけれども、３０年債については５年度の決算で

全てが完了したという状況でございます。３年債については６０件ぐらいあるのですけど

も、残り４件ぐらいで令和６年中に完成予定と見込んでおります。今、不用額８，０００

万円ぐらいあるということで出ているのですけども、この中には補助債と単独債が両方含

まれておりまして、単独債につきましては被災後数年たってから過年債という形で地元か

らの申請というのはかなり出ているという状況にあります。ある程度大枠を見込んで、単

債として対応できるようにしておったところもあって、それはそこまでではなかったとい

うところでかなり不用額がでている状態です。補助債については予算どおりで大体執行で

きている形です。

以上です。

委員長（今田佳男君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 公共土木のあれについてはどうしても金額も太いし、そうすると

不用額というのも当然こういうふうになると思いますけれども、その辺については今単独

債とかそういう形のものの要因が大きいということでよろしいのですかね。
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建設課長（古川芳民君） はい。

委員長（今田佳男君） よろしいですか。

ほかいいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

その下にあります農林水産施設災害復旧に要する経費、この１番、１番について質疑の

ある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次は港湾特会に入ります。

港湾特会、歳入一括で３６５ページになります。歳入一括で質疑があればお願いいたし

ます。３６５ページになります。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、次に参ります。

港湾特会、歳出になります。一括で３６７ページになります。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） それでは、建設部で次は下水道事業会計になります。

資料は別冊になります。

よろしいでしょうか。

下水道事業会計については別冊になっていますが、歳入歳出一括にて質疑を行いたいと

思います。下水道事業会計について質疑のある方はお願いいたします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では、以上で下水道事業会計の集中審査を終了いたします。

以上で建設部の集中審査を終了いたします。

次回は、２４日火曜日１０時から総括審査を行いますので、各位におかれましては質疑

の準備をお願いいたします。

審査方法について再度確認をいたします。
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一般・特別企業会計を一括、１日間の枠で行います。事前通告方式で、通告提出日は９

月２０日１２時までといたします。発言は若い期の委員順、通告の質疑項目ごとに質疑は

３回、１時間でやります。

よろしいですね。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 以上で第４回決算特別委員会を散会いたします。

御苦労さまでした。

午後１時５４分 散会


